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１ 緊急時対応の基本的な考え方  
  

(1) 緊急事案  

競技会場等において以下の緊急事案・疾病等が発生した場合、現場において迅速に適切 

な対応を取るとともに、P.１８【報告様式】に基づき、電話又はメール等で速やかに当該競技 

専門部委員長(競技会場が複数にわたる場合は、会場責任者)が、県高体連事務局に連絡 

する。  

ア 災害（大雨、暴風、地震、落雷等） 

イ 事故（交通事故等）※人身事故等で傷病者が重篤な場合 

ウ 病院搬送事例 

エ 怪我    

オ 食中毒 

カ 熱中症  

   キ その他（感染症など）                                                                                

 

(2) 救護所の設置等 

競技専門部は各競技会場等に、「救護所」を設置する。  

なお、各競技会場には、AED（自動体外式除細動器）を設置する。もしくは、設置場所を必 

ず確認しておく。 

あわせて、救急車の手配(常駐も含め)及び連絡について事前に調整を行う。 

 

(3) 参加者の安全確保及び被害の拡大防止  

緊急事案または疾病等が発生した場合、競技専門部は、その事案を勘案し 110 番、又は 

119 番通報し、大会参加者の安全確保を図るとともに、必要な措置を講じて被害の拡大防 

止に努める。  

  

(4) 競技大会等の中止・中断等の協議  

競技大会等の開催に先立ち、中止、中断等の判断の手順を、予め決めておくこと。 

また、緊急事案が発生した場合、競技専門部は、競技大会の中止、一時中断、順延、入場 

者の制限、避難等について対応を協議する。 

なお、競技大会の終了時刻については、原則午後５時までとし、競技時間の延長、荒天時

等による競技中断等があっても選手及び役員・補助員等の健康管理及び安全管理に配慮し

対応する。  

 

(5) 関係機関への報告  

上記（１）の事由により競技大会の中止・中断等の協議を行った場合、競技専門部は、県高

体連事務局、及び関係機関に報告を行う。 

 

(6) 県高体連事務局からの派遣  

競技専門部から報告を受けた県高体連事務局は、関係機関等への連絡・協議を行い、必 
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要に応じて県高体連事務局から本部役員等を競技会場に派遣する等、適切に対応する。  

  

(7) 報道機関への対応  

県高体連事務局は、競技専門部からの報告に基づき、必要に応じて速やかに報道提供資 

料を作成し、県教育委員会と連携して新聞社等への資料提供又は記者会見等を行う。 

なお、個人情報の取り扱いについては、人命に関わる特段の情報提供のほか、P.1３（１１） 

「個人情報及び肖像権に関わる取り扱い」に準拠するものとする。 

  

 (8) 最終判断者  

全競技大会に関わる緊急時対応の最終的な判断については、県高体連会長が行うもの

とする。各競技種目別大会における緊急対応の最終的な判断については、各競技専門部長

が行う。  
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２ 運営体制（連絡フロー）  
 

 

  

  奈良県教育委員会 

(教育長) 

体育健康課 
℡0742-27-9861 

会長 

部長 

理事長 

県防災関係課等 

全国高体連 

行政 

県高体連 

連携 

協議 
判断 

連携 

事務局 
℡074４-３３-81０１ 

nakoutai@gmail.com 

競技専門部 

委員長 

判断 
協議 

各種 
報道機関 

必要に応じて情報提供 

警察、消防 
保健所等 

医療機関 
付き添い指示 

学校管理職 
保護者等 

広報 
ホームページ
SNS等 

報告 

連携 

参加校 
観覧者等 

通知・周知 

情報収集 

必要に応じて

情報提供 

報告 通報 緊急搬送 

緊急事案発生 

大会中止等 
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３ 緊急事案発生時における連絡体制（フロー）  
 

 

 

  

緊急事案発生 

競技専門部 

医療機関 

保健所 

警察、消防 

引率責任者 

緊急搬送 

食中毒 

事件等 

傷病者等 

学校⇒保護者 

競技専門部の対応 

県高体連事務局の対応 

〇 緊急事案の内容整理と確認 

〇 会場地への本部役員等派遣の検討 

〇 関係機関への連絡 

〇 その他情報収集等 

県高体連事務局 

＜緊急連絡＞ 

電話で第１報、報告様式にて報告 

直ちに安全確保・被害拡大防止 

体育健康課 

℡0７42-27-９861 

一次対応 

連絡・報告 

連絡・説明 

必要に応じて連絡 

全国高体連 

報道機関 

県教育委員会 

(教育長) 

必要に応じて連絡 

必要に応じて報告 

報告 

必要に応じて対応 
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４ 競技大会等の中断・順延・中止等決定に係る基本的な考え方（フロー）  
 

(1) 全競技大会の中止等を検討しなければならない状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 各競技種目別大会の中止等を検討しなければならない状況 

  

 

 

 

  

奈良県全域で、参加者の「生命、身体もしくは財産に重大な被害が生じた、又は

生じるおそれがある事態」が発生した場合 

県高体連事務局が、情報収集し各地の状況確認 

地域的な、気象警報、暴風雨警報等の重大警報等が発令された場合や雷雲の

接近にともない、落雷の危険が迫った場合など 

競技専門部が、情報収集し各地の状況確認 

＜競技専門部緊急対策会議＞ 

競技専門部長、競技専門部委員長、競技専門部副委員長、関係者招集し協議 

態度決定 

県高体連会長あてに正式に態度を報告 

全てのチームの監督・選手に通知 

＜緊急対策会議＞ 

会長、副会長、体育健康課、関係者招集し協議 

態度決定 

県高体連会長 

正式態度を各学校長及び全競技専門部長に連絡・指示 

県高体連事務局 

と連携 

連携 
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５ 競技等運営に当たっての注意事項  
 

 (1) 緊急事案に備えての事前確認  

① 競技専門部は、競技会場等における危険箇所の確認・解消、避難場所の確認、避難 

経路・非常口の確認、消火器等の設置場所・使用方法の確認、ＡＥＤの設置場所の確 

認等を行う。  

     また、必要とする会場図や個別マニュアル(EAP：緊急時対応計画)等を作成する。 

② 役員・補助員は、緊急事案発生時に迅速かつ適切に対応する為、下記事項を確認し 

ておく。  

ア 避難場所、避難経路、非常口等 

イ ＡＥＤ及び消火器の設置場所・使用方法 

③ 会場設営等については安全対策を十分に行う。 

(テント設営における強風対策等)  

 

(2) １日単位の競技等運営の確認  

① 競技専門部は下記に示すことを基準に１日単位の競技運営の流れを定め各責任者 

等に周知しておく。  

② 災害や事件・事故が発生した場合は、県高体連事務局へ P.１８【報告様式】により、

各競技専門部委員長から報告する。  

連絡事項 
連絡先 

県高体連事務局 報道 

災害(地震、台風等) ●  

事件・事故等 ●（その都度）  

競技結果 ● ● 

競技の中断・再開 ●(必要な場合)  

その他連絡事項 ● 内容により 

③ 開始時刻については、原則、学校勤務時間を遵守したうえで設定する。 

④ 補助員の集合、解散時刻については、健康面・安全面に十分留意し設定する。 

業務終了時刻(会場での解散時刻)を原則午後５時とする。競技時間の延長、荒天時等 

による競技中断等があっても、補助員の安全管理を考慮し対応する。 

  

(3) 緊急時の対応体制  

競技大会運営に支障が発生した場合に備えて、競技専門部ごとに対応マニュアル（EAP）を 

作成しておく。   

（例） ・ 自然災害、地震発生時への対応 

・ 非常変災等による役員・補助員等が会場に到着できない場合の対応 

・ 不審者、不審物等の対応  
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６ 1日単位の競技運営の流れ（フロー）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集 
①気象状況等  ②地震・津波 

③感染症等の流行状況 

④競技会場の状況（破損・水溜）の確認 

競技大会実施の判断 

役員及び補助員の集合 
①出席確認・健康チェック 

②業務内容の確認 

会場・施設・設備の安全点検 
①競技場内、用具等の確認 

②観客席、周辺施設等 

会場・施設・設備の安全点検 
①競技場内、用具等の状況確認 

②観客席、周辺施設等の状況確認 

役員及び補助員の集合 
①出席確認・健康チェック 

②業務内容の確認・集合時間等の確認 

 

◆ 災害 
◆ 事件・事故 等 
◆ 競技大会の中断・再開 
◆ 競技大会結果（１日の結果） 
◆ 連絡事項等 

解散 

 

大雨、暴風雨等の気象情報、地震・津
波情報、感染症による危険等の情報に
伴い、競技大会の中止を判断する場合
は、県高体連事務局と連携して協議し、
中止した場合は、県高体連事務局と参
加校へ連絡する。 

※ 予定変更等については、ホームペー
ジやＳＮＳを活用すること。 

競技大会実施の判断基準 

県高体連事務局 

◆ 緊急事案発生時の報告書 
◆ 大会結果表 等 
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７ 自然災害等に対する予防及び対応  

  

(1) 荒天時（気象警報発令時等)の対応  

① 競技専門部は、テレビ、ラジオ、インターネット等により大雨や暴風等の気象情報を随時 

確認・収集する。  

② 事前に設定した時刻(例：競技開始３時間前等)において、気象警報が発令されている 

場合は、原則として、競技大会を中止とする。その際、各チーム、関係機関、役員・補助員等 

には迅速に連絡をする。  

③ 午前８時までに気象警報が解除された場合は、警報解除後に、各チーム、関係者、役員・ 

補助員等を速やかに集合させ、大会開催の準備が整い次第、競技を開始することができ 

る。(競技開始、再開の場合も事前に設定した終了時刻を厳守すること。)  

④ 午前８時の段階で気象警報が解除されていない場合は、それ以降に解除されたとして 

も、その日の競技大会は原則として中止とする。  

  

(2) 落雷（降雨含む）に伴う対応  

① 競技大会前の事前準備  

参加者の安全を確保するために、落雷等の急激な気象状況の変化に備え、大会前に以 

下の準備をする。  

ア 避難の必要が生じる場合を想定した避難場所・経路の確保及び指定（特に屋外競技） 

イ 雷をはじめとする急激な気象変化を予見するための情報入手方法の決定 

ウ 継続・中断・中止を判断する責任者と判断手順の決定  

② 競技大会の中断・中止等の判断  

競技専門部(主に屋外競技)は、落雷の気象状況変化の情報を早期に収集し、事前に定 

めた方法により競技大会の中断・中止等を適切に判断する。また、必要に応じて大会参加 

者に対し、気象状況や避難誘導のアナウンスを行う。  

※ 落雷の場合、雷鳴が聞こえる距離（約１０㎞）の範囲内は、その場に落雷する可能性が 

あるため、十分注意する。  

  

(3) その他の災害に対する対応  

① 光化学スモッグ注意報  

光化学スモッグ（オキシダント)の濃度が高くなると、人によっては目や喉の痛み、吐き気 

等の健康被害が発生する場合があるため、ホームページ等から情報を収集し、対応にあた 

る。  

ア 注意報の発令  

光化学スモッグ注意報は、県内各地域にある測定点のうち、１つでも大気中におけ 

るオキシダント濃度が１時間値０．１２ｐｐｍ以上である状況になり（測定点がない地域 

については、周辺地域における測定点の状況により）、気象条件からみて、その状態が 

継続すると認められたときに発令される。  
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イ 注意報発令後の対応  

大会参加者の健康状態の監視を継続するとともに、光化学オキシダントによるもの 

と思われる健康被害の報告があった場合は、競技大会を一時中断し被害の拡大防 

止に努める。  

ウ 被害発生時の対応  

競技専門部は、競技会場において光化学オキシダントによると思われる健康被害

の報告があった場合は、次の措置を行う。  

被害状況 対応 

目やのどに刺激や痛み 
洗眼や洗顔、うがい等を行い屋内や日陰など

で静養させる。 

頭痛や手足のしびれ、吐き気、

呼吸困難、失神などの症状 
医療機関に搬送する。 

※ 重大な事案においては被害の発生状況について、県高体連事務局へ P.１８

【報告様式】により報告するとともに、関係機関の調査に協力する。  

② 地震   

ア 避難の必要が生じる場合を想定した避難場所・経路の確保及び指定 

イ 被害状況の確認  

施設職員と協力して施設内を巡回して被害状況の確認を行う。 

また、テレビ、ラジオ、インターネット等により地震情報を確認し、併せて関係者に 

伝達する。  

ウ 被害が発生した場合、又は震度４以上の場合  

被害状況 対応 

火災発生 初期消火に当たる。 

施設破損 
現場を確認。危険な場合は観客等が立ち入らない

ようにする。 

負傷者発生 負傷者を処置する。 

医療機関に搬送する重

症傷病者発生 

応急処置を行った上で、119 番通報して、救急車の

出動を要請する。 

エ 競技専門部は、被害状況等を基に競技大会の中止及び大会参加者の避難につい 

て、必要に応じ関係機関を含め対応を協議する。  

オ 競技専門部は、被害の状況等を勘案して、大会参加者を避難させる。  

③ 火災 

ア 火災が発生した場合、大声で周囲の人に注意を呼びかける。  

イ 非常ベルを押し、施設管理者に通報する。  

ウ 競技専門部は、施設職員と協力して、消火器により初期消火に当たる。  

エ 消防隊員が到着したときは、消火活動を引き継ぐ。  

オ 負傷者が発生した場合、負傷者を搬送する。  

カ 競技専門部は、火災及び被害の状況等を基に、競技大会の中止及び大会参加者の 

避難について、必要に応じ関係機関を含め対応を協議する。  
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(4) 入場者、その他一般県民等とのトラブル  

入場者やその他一般県民等とのトラブルが発生した場合は、現場の様子を確認のうえ、臨機 

応変に 110番通報する。  

   

(5) 競技大会開催中の気象情報等入手方法（参考）  

情報  情報元・連絡先等  

天気一般（大雨・暴風等）  ・地方気象台ホームページ ・地方気象台 観測予報課  

台風  ・気象庁ホームページ（台風情報）http://www.jma.go.jp/jp/typh/   

雷 ・気象庁ホームページ(雷情報)  https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 

地震（津波）  ・気象庁ホームページ（地震情報）http://www.jma.go.jp/jp/quake/   

紫外線  ・気象庁ホームページ（紫外線情報分布図）http://www.jma.go.jp/jp/uv/   

光化学オキシダント  ・環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめくん」https://soramame.env.go.jp/ 

 

熱中症警戒アラート 

・環境省熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

・環境省公式 LINEアカウント https://lin.ee/mj3kmWD    

       

  

(6) 代替日の設定及び参加校への連絡  

中止した競技大会において、全国大会等への代表権選考の必要があり代替日を設定する 

必要がある場合は、学校行事等を十分考慮する。 

なお、代替日は原則として週休日に設定する。週休日の設定が無理な場合は、県高体連事 

務局に相談し、競技専門部長名で参加校へ連絡する。  

 

８ 不審物等の対応  
 

(1) 基本的な初期対応 

競技専門部は、警察署等の検索結果をもとに、競技大会の中止及び大会参加者の避難 

について、必要に応じて関係機関を含め対応を協議する。 

 

(2) 爆破予告等の電話等が入った場合 

直ちに、その内容をメモし 110番通報する。（録音機能等がある場合は、直ちに録音する。） 

 

(3) 不審者を発見した場合 

ア 声かけ等により不審な行動をとった場合は、立入の正当な理由を問い、理由がない 

場合は退去を命じる。 

イ 危害を加える恐れのある場合は、隔離しすぐに警察へ通報する。 

ウ 参加者を安全な場所へ避難誘導する。 

エ 負傷者がいる場合は、速やかに応急手当を実施し、消防に通報する。 

オ 不審者が変質者の場合は、被害者へのケアを行う。 

http://www.jma.go.jp/jp/typh/
https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.jma.go.jp/jp/uv/
https://soramame.env.go.jp/
https://www.wbgt.env.go.jp/
https://lin.ee/mj3kmWD
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カ 必要に応じて、保護者等への連絡、説明等を行う。 

キ 重大な事案においては県高体連事務局へ P.１８【報告様式】により報告する。 

 

(4) 不審物を発見した場合 

「触れず・動かさず・近づかず」に、直ちに 110番通報し、処理を専門家に委ねる。 

    

９ Ｊアラート発令時の対応  
 

(1) 参加者への周知 

以下の場合について各自、速やかな避難行動をとるよう周知する。 

場合 対応 

競技大会への移動前 自宅待機とする。 

移動中 速やかに安全な場所に避難する。 

屋外にいる場合 近くの建物の中か地下に避難する。 

建物がない場合 物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。 

屋内にいる場合 窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。 

競技大会中 
競技専門部は、原則として活動を中断し、観客等を含め避難

指示を行い、大会参加者は、避難指示に従う。 

(2) 正確かつ迅速な情報収集 

ア 情報収集に努め、行政からの指示があればそれに従う。 

イ 参加者の安否を確認し、必要に応じて保護者への安否情報の伝達を行う。 

ウ 必要に応じて、生徒の保護者への引き渡しを行う。 

エ Ｊアラートに関する対応については、中止・順延・中断・再開・代替案の採用、その他 

がある場合には、県高体連事務局へ P.１８【報告様式】により報告する。 

 

10 疾病等の予防及び対応  
 

(1) 食中毒発生時の対応について  

競技専門部は、食中毒若しくは食中毒の恐れがあると診断された大会参加者が発生し 

た場合は、速やかに医療機関を受診させる。必要に応じて各保健所に通報、連絡し県高体

連事務局へ P.１８【報告様式】により報告する。  

 

(2) 感染症等の予防及び対応について  

① 感染症等の予防について  

大会開催前に選手の体調管理の指導をし、体調の優れない者はなるべく参加を控え 

るように促す。競技専門部は競技会場では手洗い・うがい等感染予防対策を促す。屋内 

では会場の換気をこまめにする等の感染予防に努める。  

② 感染症等の発生時における対応について  

ア 発熱や嘔吐、下痢などの症状を訴える参加者が発生し、インフルエンザやノロウイル 

ス等に感染もしくは感染の恐れがあると予想される場合には、速やかに感染者を隔離 

するなど集団感染の拡大防止に努める。 
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イ 体調を確認し、状況に応じて、保護者への連絡と迎えの要請、医療機関への受診依 

頼などを指示する。  

 

 (３) 熱中症予防及び対応について 

競技専門部は、大会参加者に対して、熱中症指数計等により測定した気温や湿度等を周 

知するとともに、配布物等で熱中症予防に関する注意喚起を行う。  

また、救急処置が必要な場合は、下記のとおり対応する。 

 

○熱中症ＥＡＰ（「学校管理下における体育・スポーツ活動中の事故を防止するために」Ｈ２９奈良県教育委員会） 
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11  個人情報及び肖像権に関わる取り扱い  
 

 「個人情報の保護に関する法律」の施行にともない、奈良県高等学校体育連盟では、参加申
込・大会結果の公表等における個人情報や特定される肖像権の取り扱いについて以下のとお
り対応することとします。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

（１）大会プログラムに掲載されます。 

（２）競技会場内でアナウンス等により紹介することがあります。 

（３）競技会場内外の掲示板等に掲載することがあります。 

 

２ 競技結果（記録）等の取り扱い 

（１）競技会場内でアナウンス等により紹介することがあります。 

（２）競技会場内外の掲示板等に掲載することがあります。 

（３）本連盟が認めた報道機関等により、新聞・雑誌・放送及び関連ホームページ等で公開される 

ことがあります。 

（４）各専門部が作成する「大会報告書」に記載し、ランキング表や本連盟が発刊する「記録集」に 

掲載します。 

（５）新記録・優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載すること 

があります。 

 

３ 肖像権に関する取り扱い 

（１）本連盟が認めた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会報告書・記録集及び関連 

ホームページ等で公開されることがあります。 

（２）本連盟が認めた報道機関等が撮影した映像が、中継または録画放映されることがあります。
また、DVD等に編集され、配布されることがあります。 

（３）本連盟が認めた報道機関等から、事前に本人または監督に承諾を得て、個人またはチームに 

対し、撮影や取材を受けることがあります。 

（４）本連盟が認めた業者により、記念写真等が関係者に販売されることがあります。 

 

４ 県高体連及び各専門部としての対応について 

（１）取得した個人情報を上記の目的以外に使用することはありません。 

（２）参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承諾を得たものとして対応します。 ただし、 

生徒・保護者から学校長に対し、個人情報の公表に同意されない申し出がある場合は、その意 

志を尊重して対応します。 

（３）個人情報等の掲載または公表等に関してのご質問は、奈良県高等学校体育連盟事務局   

     までご連絡ください。 

  連絡先・問い合わせ先  

        〒636-0343 磯城郡田原本町秦庄２２－１ 県立教育研究所 内 

                          奈良県高等学校体育連盟 事務局 

                         TEL/FAX  ０７４４－３３－８１０１ 

                          E-mail  nakoutai@gmail.com  
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12 参考資料 
 

(1) 奈良県部活動の在り方に関する方針 
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- 16 - 

 

(２) スポーツ・ハラスメントへの対応  
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(３) 盗撮等が疑われる行為への対応  

 

 



- 18 - 

 

【報告様式】 

緊急事案発生時の 報 告 書 

  

報告時間：令和    年    月    日（    ）       時     分  

  

競技大会名 

(専門部名) 
【                                                       】大会 

（                                    ）競技専門部  

発生日時 月     日（     ）          時        分 頃  

発生場所   

報 告 者 

氏名：  携帯：（       ）       ―  

区分 ： 専門委員長 ・ 監督 ・ 引率教諭 ・ その他（                 ）  

事 故 者

（発病者） 

学 校 名  高等学校  学年    

ふ り が な

選手氏名                      年齢（      ）歳 

保 護 者 名   

連 絡 先  （           ）          ―          

発生状況  

  

発生後の 

処置  

  

受診医療 

機関  

医療機関名  ＴＥＬ  

（           ）       ―  

送信先  
奈良県高体連事務局    TEL：(0744)33-8101   

  Ｅ-mail：nakoutai@gmaiｌ.com  

 ※ 電話連絡を必ずすること。  

 ※ 本用紙をあらかじめコピーし、第１報から２報、３報と報告し、最後は必ず最終報として報告すること。  
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